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第１章 教育行政の概観 
 

１ 令和６年度の本県教育の概要 
 県教育委員会においては、令和４年度から「学びの変革」を柱に掲げた第７次福島県総合教育計画（令和３年 12 月策定）が

スタートした。本計画では、福島の良さを大切にした「福島ならでは」の教育を進めるとともに、それを実現するため、一方通

行の画一的な授業から個別最適化された学び、協働的な学び、探究的な学びへと変革していく「学びの変革」とその実現のため

の環境づくりとしての「学校の在り方の変革」を掲げている。その年次計画である「学びの変革推進プラン」により当該年度に

具体的に実施する取組を明らかにした上で主要施策を戦略的に推進し、本県教育の充実を図った。 

東日本大震災及び原子力発電所事故から 13 年が経過してもなお、多くの子どもたちが県内外への避難生活を続けているなど

厳しい状況が続いているが、富岡支援学校が「ふたば支援学校」と校名を変更し、令和 7 年 1 月に双葉郡楢葉町に新築・移転す

るなど、本県教育の復興に向けて着実に取り組んだ。また、県内初の公立夜間中学の開校や「県立高等学校改革後期実施計画」

に基づく郡山高校と修明高校の学科改編、「いわき総合高等学校」の令和７年度開校に向けた整備を行ったほか、県立安積中学

校の開校に向けて、小学校６年生及び保護者向けの説明会を行った。さらに、第二次福島県特別支援学校全体整備計画に基づく

特別支援学校の整備も進めた。 

また、「福島県幼児教育振興計画」を策定し、幼・小の接続や連携の円滑な接続を進めた。 

 新型コロナウイルス感染症は令和５年５月に５類感染症に移行し、大きな影響を受けてきた各種行事・研修等の教育活動がコ

ロナ禍前の状況に戻りつつある。 

 

２ 「学びの変革推進プラン」に関連する主な事業・取組 
⑴ 「学びの変革推進プラン」 

 ア 性質 

第７次福島県総合教育計画（令和４年度から令和 12 年度までの９年間の教育計画）の年次計画として作成するもの。 

イ 「学びの変革」とは 

○ 全ての子どもに必要な資質・能力を育成するため、一方通行の画一的な授業から、個別最適化された学び、協働的な学   

び、探究的な学びへと変革すること。 

○ 「子どもたち一人一人に必要な力を確実に育成していく」という本来の学校の役割を果たすことができるよう、「学校 

の在り方の変革」も同時に進める。 

⑵ 令和６年度「学びの変革推進プラン」点検・評価結果報告より 

ア 政策を取り巻く現状 

令和４年度から「学びの変革」と「学校の在り方の変革」を柱に掲げ、第７次福島県総合教育計画を展開しているところ

であり、その年次計画として「学びの変革推進プラン」を作成した。 

主な事業のアウトプットは概ね達成しているものの、「施策１『学びの変革』によって資質・能力を確実に育成する」や、

「施策２『学校の在り方の変革』によって教員の力、学校の力を最大化する」における基本指標は、未達成のものが多い。

引き続き施策の効果的な改善を通して「学びの変革」を推進していくことが必要である。 
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 イ 点検・評価結果報告概要 
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目 標 値 施策との 【地域に関する指標】

(令和12年度) 主な関連 目 標 値 施策との

「行っている」 (令和12年度) 主な関連

 小学校　97.4％  美術館 100,968人 100,000人

 中学校　94.2％  博物館 113,516人 129,000人

「よく行っている」
 文化財センター　17,442人

 白河館  30,000人

 小学校　31.0％ （令和６年度）

 中学校　22.0％ 3

（令和６年度） （令和６年度まで）

 中学校　 31.4％ 50.0%

 高等学校 66.6％ 80.0%

（令和５年度）

｢ほぼ毎日｣

 小学校　59.3％

 中学校　69.4％

｢週１回以上｣ 100%

 小学校　39.1％

 中学校　29.2％

（令和６年度）

小学校　 100％

中学校　 97.1％

高等学校 33.7％

（令和６年度）

85.6％

（令和６年度）

80時間超

 小学校　   8.6％  80時間超

 中学校　  27.9％ 全て0％

 高等学校  13.8％

 特別支援学校  3.1％  45時間超

 全体　      12％

45時間超

 小学校　  47.0％

 中学校　  64.3％

 高等学校  39.9％

 特別支援学校 21.8％

（令和６年度）

児童生徒が自身の健康課題を認識
し解決する力を育成するため、自
分手帳を活用している学校の割合

児童生徒がコンピューター等の
ICTを活用する学習活動を行う回
数
（１クラス当たり）

76.1%
（令和５年度）

施策１
施策２

指　　　標 最 新 値

全国学力・学習状況調査の結果を
ふくしま学力調査等の結果と併せ
て分析し、具体的な教育指導の改
善や指導計画等への反映を行って
いる学校の割合

施策１
施策２

施策５

施策３

時間外勤務時間月80時間及び45時
間を超える教職員の割合

施策２ 全て令和２年
度の現況値３分
の１以下

授業にICTを活用して指導できる
教員の割合（小・中・高・特別支
援学校）

英語担当教員のうち、CEFR B2以
上（英検準１級程度以上）の英語
力を有する教員の割合

個別の教育支援計画の引継ぎ率
（幼・小・中・高） 100%

指　　　標 最 新 値

県立美術館、県立博物館、県文化
財センター白河館の入館者数

施策５

市町村における文化財保存活用地
域計画を作成した市町村数 10

施策１

施策１
施策５

100%

50%

「ほぼ毎日」

施策１
施策２

100%

100%
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３ 県立高校改革計画の概要 

 これまで県教育委員会では、1997 年（平成９年）６月に「県

立高等学校改革計画第一次まとめ」（以下、「一次まとめ」と

いう。）、1999 年（平成 11 年）３月に「県立高等学校改革計

画第二次まとめ」（以下、「二次まとめ」という。）を策定

し、すべての県立高等学校における男女共学化や学校規模の

適正化、学校・学科の適正配置、新しいタイプの定時制単位

制高等学校の配置などの取組を進めてきた。 

「一次まとめ」及び「二次まとめ」が策定された後も、グ

ローバル化や高度情報化が進展し、産業構造や就業構造の変

化等が急速に進む中で、高等学校教育には、多様化する生徒

の進路希望への対応、キャリア教育の充実、地域との連携の

一層の推進などが求められてきた。 

さらに、2011 年（平成 23 年）３月 11 日に発生した東日本

大震災及び原子力災害などにより、児童生徒数の減少が震災

前の予測を大きく上回り、今後 10 年間で中学校卒業見込者は

約 5,300 人減少することが見込まれており、教育を取り巻く

様々な状況は、「二次まとめ」の策定時から大きく、急激に

変化している。そこで、今後の急激な社会情勢の変化も考慮

しながら長期的な改革の方向性を示し、計画的かつ着実に改

革を推進する必要が生じてきた。 

このような中、県教育委員会は、福島県学校教育審議会に

対して、2016 年（平成 28 年）５月、「社会の変化に対応した

今後の県立高等学校の在り方について」諮問を行い、部会を

含めて 10 回にわたる審議の後、2017 年（平成 29 年）６月に

答申を受けた。この答申を踏まえ、県教育委員会では、県立

高等学校改革を着実に推進するために、「一次まとめ」及び

「二次まとめ」の取組・現状や成果・課題を土台として、今

後 10 年間の県立高等学校改革の方向性を示す基本計画（長期

計画）を 2018 年（平成 30 年）５月に策定し、併せて、再編

整備の具体的な対象校名を含む前半５年間の実施計画（短期

計画）を 2019 年（平成 31 年）２月に、後半５年間の実施計

画（短期計画）を 2022 年（令和４年）１月に策定した。 

⑴ 県立高等学校改革基本計画（2019 年度～2028 年度） 

ア 基本理念 

「本県の未来を切り拓くチャレンジ精神を持った人づ

くり」 

イ 計画の概要 

上記の理念をもとに、高等学校における学びを通じて、

地域に軸足を置きながら多様な主体と関わり、自己のア

イデンティティと郷土への誇りを育み、生徒一人一人の

志を実現させることができるよう、教育の質を向上させ

ることとし、そのために、各高等学校の新たな在り方を

検討し、再編整備と特色化を図る中で、より良い教育環

境を提供することによって、生徒一人一人の資質や能力

を向上させることのできる魅力ある高等学校づくりを推

進することを目標に、以下の４つの基本方針と 17 の取組

に沿って高等学校教育の充実を図ることとした。 

  基本方針１ 社会の変化に的確に対応できる生き抜く力

を育む高等学校教育の推進 

   (1) 生き抜く力を支える確かな学力の向上に向けた取 

    組の推進 

   (2) 豊かなこころを育成する取組の推進 

   (3) 体力の向上や健康増進に向けた取組の推進 

   (4) 様々な課題に果敢に取り組む主体性・協働性を育 

    成する取組の推進  

   (5) 地域と連携し、地域の特色を生かした学校づくり 

    の推進 

  基本方針２ 多様な学習内容の確保及び教育の質の向上 

   (6) 多様な学習機会の充実 

   (7) 中高一貫教育の推進 

   (8) 学びのセーフティネットの推進 

   (9) 一人一人の夢を実現させる教育力の向上 

   

基本方針３ 学校の再編整備・特色化による教育活動の

魅力化 

  (10) 学ぶ意欲を引き出す望ましい学校規模 

 (11) 望ましい学校規模への再編整備の推進 

 (12) 進路希望に応じた特色ある高等学校の配置 

 (13) 社会の変化に対応した学科の適切な配置 

 (14) きめ細かな指導が可能となる教育環境の整備 

 (15) 学校の特色化と情報発信 

  基本方針４ 過疎・中山間地域の学習機会の確保と教育

環境の向上 

  (16) 過疎・中山間地域の学習機会の確保 

 (17) 過疎・中山間地域における教育環境の向上 

⑵ 県立高等学校改革前期実施計画（2019 年度～2023 年度） 

 ア 県立高等学校改革前期実施計画策定の趣旨 

   本計画は、県立高等学校改革基本計画を実効的、計画

的に推進し、計画の理念を具現化するために、より具体

的な高等学校改革の方向性と再編整備の具体的な対象校

を含む前期５年間の方向性を示したものである。 

策定に当たっては、第６次福島県総合教育計画の後半

４年間における取組を重点化した「頑張る学校応援プラ

ン」との整合性を図るとともに、基本計画の４つの基本

方針に沿って、本県の高等学校全体の在り方を示した上

で、各地区の中学校卒業見込者数の今後の推移、近年の

各高等学校の志願動向や中学３年生の進路希望等を考慮

した。また、各高等学校が所在する地域の実状や本県で

求められる人材育成の観点等も考慮し、すべての県立高

等学校の今後５年間の方向性を示すこととした。 

 イ 計画の概要 

  ○ 本県の高等学校教育の質的向上に向けた取組の推進 

   (1) 学力の向上を目指した取組の推進 

   (2) 様々な課題に果敢に取り組み、社会に貢献する自 

    立した人材の育成 

   (3) 他者を思いやり、豊かな心を育む取組の推進 

   (4) 生涯にわたる健康の保持増進につながる健康教育 
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    の推進 

   (5) 地域とともにある学校づくりの推進 

   (6) 安心して学ぶことのできる環境の支援 

   (7) 教員の資質や学校の教育力の向上を目指した取組 

    の推進 

   (8) 高等学校における特別支援教育の推進 

   (9) ＩＣＴ機器を活用した教育の充実 

  (10) きめ細かな指導が可能となる教職員の確保と配置 

  ○ 社会の変化に対応した魅力ある教育環境づくり 

   (1) 県立高等学校の再編整備案 

    以下の再編整備案を公表した。 

    【統合】25 の対象校に係る 12 の統合案 

     梁川・保原、二本松工業・安達東、須賀川・長沼、 

白河実業・塙工業(併せて修明高校への農業科の集約)、 

喜多方・喜多方東、耶麻農業・会津農林、 

大沼・坂下、田島・南会津、湯本・遠野、 

小名浜・いわき海星、相馬東・新地、 

保原(定時制)・福島中央 

    【分校の募集停止】２校の募集停止案 

安積高等学校御舘校、修明高等学校鮫川校 

   (2) 過疎・中山間地域の県立高等学校の例外的措置 

川俣、湖南、猪苗代、西会津、川口、只見 

    （湖南、西会津、川口は平成 30 年度に先行実施） 

   (3) 生徒の学びのニーズや進路希望に応じた県立高等 

    学校の特色化 

様々な課題に果敢に取り組む主体性・協働性を育

成する教育活動の推進や、多様な学習内容の確保及

び教育の質の向上の観点から、すべての県立高校を

「進学指導拠点校」「進学指導重点校」「キャリア指導

推進校」「地域協働推進校」「職業教育推進校」「定時

制・通信制高校」の６つの学校群のいずれかに位置

づけ、生徒の学びのニーズや進路希望に応じた教育

活動を展開できるよう、前期計画期間中の各校の改

革の方向性を示した。 

⑶ 県立高等学校改革後期実施計画(令和 6 年度～10 年度) 

 ア 県立高等学校改革後期実施計画策定の趣旨 

本計画は、県立高等学校改革基本計画の理念を具現化

するために、県立高等学校改革の内容や再編整備の具体

的な対象校等について５年単位の実施計画（短期計画）

を前期・後期に分けて策定することとしたうち、後期５

年間（令和６～10 年度）の具体的な取組を示したもので

ある。策定に当たっては、令和３年 12 月に策定した第７

次福島県総合教育計画を踏まえている。 

 イ 計画の概要 

○ 本県の高等学校教育の質的向上に向けた取組の推進 

   後期計画においても、前期計画と同様に、基本計画

に示した４つの基本方針を具現化し、社会の在り方が

劇的に変わる Society5.0 の時代に必要な資質・能力を

身につけた人材の育成を目指して、「福島ならでは」の

教育の充実を図ることとした。 

   (1) 学力の向上を目指した取組の推進 

(2) 様々な課題に果敢に取り組み、社会に貢献する自

立した人材の育成 

(3) 他者を思いやり、豊かな心を育む取組の推進 

(4) 生涯にわたる健康の保持増進につながる健康教育

の推進 

(5) 地域とともにある学校づくりの推進 

(6) 安心して学ぶことのできる環境の支援 

(7) 教員の資質や学校の教育力の向上を目指した取組

の推進 

(8) 高等学校における特別支援教育の推進 

(9) ＩＣＴ機器を活用した教育の充実 

(10) きめ細かな指導が可能となる教職員の確保と配置 

○ 社会の変化に対応した魅力ある教育環境づくり 

(1) 県立高等学校の再編整備案 

    以下の再編整備案を公表した。 

【統合】８の対象校に係る４の統合案 

福島西・福島北、船引・小野 

平商業・四倉、いわき総合・好間 

   (2) 過疎・中山間地域の県立高等学校の例外的措置 

石川 

(3) 生徒の学びのニーズや進路希望に応じた県立高等

学校の特色化 

前期計画に引き続き後期計画においても、すべて

の県立高校を６つの学校群のいずれかに位置づけ、

生徒の学びのニーズや進路希望に応じた教育活動が

展開できるよう、後期計画期間中の各校の改革の方

向性を示した。※特色化のため探究科などの特色あ

る学科の設置を推進する。 

令和５年２月には、各高等学校における存在意義、

期待される社会的役割、目指すべき学校像を明確に

したスクール・ミッションを策定した。 

育成を目指す資質・能力に関する方針、教育課程

の編成及び実施に関する方針、入学者の受入れに関

する方針の三つの方針（いわゆる「スクール・ポリ

シー」）については、スクール・ミッションを前提と

して、各学校が令和５年度に策定・公表した。 

⑷ 中高一貫教育後期実施計画 

 ア 中高一貫教育後期実施計画策定の趣旨 

中高一貫教育は、中学校と高等学校を接続し、６年間

の計画的、継続的な教育課程及び学習環境のもとで一貫

した教育を行うことにより、生徒一人一人の能力・適性、

幅広い年齢集団の中での様々な活動により社会性や豊か

な人間性を育てていくとともに、学校選択の幅を拡大す

ることを目指して、1999 年（平成 11 年）４月に制度化さ

れた。 

本県においては、福島県学校教育審議会答申（2001 年

（平成 13 年）12 月）及び第５次福島県長期総合教育計

画（2001 年（平成 13 年）３月）に基づき、本県の教育目

標を達成するための施策のひとつである「学びの環境づ
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くり」の一環として、中高一貫教育の導入にかかる基本

的な考え方や、中高一貫教育校の形態、配置計画等を示

すものとして、2003 年（平成 15 年）３月に「中高一貫教

育実施計画」（以下、「前期実施計画」という。）を策定し

た。 

「前期実施計画」に基づき、中高一貫教育校の配置に

ついては、広い県土を持つ本県において、児童、生徒、保

護者が希望に応じて選択することができるよう配慮し、

第５次福島県長期総合教育計画の目標年次である 2010

年度（平成 22 年度）までの期間を前期とし、併設型中高

一貫教育校として会津学鳳高等学校に併設中学校を開設

したほか、連携型中高一貫教育校を東白川郡塙町（塙工

業高等学校）、南会津郡南会津町（田島高等学校）、相馬

市（相馬東高等学校）に配置した。「前期実施計画」の期

間後、東日本大震災・原子力災害等の影響により後期実

施計画の策定は中断していたが、震災等の発生に伴う復

興・再生に向けた取組を進めていく中、ふたば未来学園

高等学校及び併設中学校を開設するとともに、県内４地

区において連携型中高一貫教育を推進してきた。 

このような中、県教育委員会は、「６年間を通した計画

的・継続的な教育をより魅力的・効果的に展開する特色

ある中高一貫教育に関する取組を充実するべきである」

との、福島県学校教育審議会答申（2017 年（平成 29 年）

６月）を受け、2018 年（平成 30 年）５月に策定した「県

立高等学校改革基本計画」の基本方針及び 2019 年（平成

31年）２月に策定した「県立高等学校改革前期実施計画」

に基づき、これまでの本県の中高一貫教育の成果や今般

の社会情勢を踏まえ、改めて本県における今後の併設型

及び連携型中高一貫教育の在り方についての方向性を示

すものとして、「中高一貫教育後期実施計画」（以下「後

期実施計画」という。）を 2020 年（令和２年）２月に策

定した。 

 イ 中高一貫教育に関する基本的な考え方 

  (ｱ) 「後期実施計画」の策定に当たっては、福島県学校教

育審議会答申（2017 年（平成 29 年）６月）を尊重し、

「県立高等学校改革前期実施計画」（2019年（平成 31年）

２月）等との整合性を図る。 

  (ｲ) これまでの中高一貫教育校での取組を踏まえ、進学面

で高い志を持った生徒の進路実現に対応できる新たな

中高一貫教育校を検討する。 

  (ｳ) 新たな中高一貫教育の実施形態の選択に当たっては、

中高一貫教育校の教育理念や地域の実情等を考慮して

柔軟に対応する。 

  (ｴ) 連携型中高一貫教育校については、県立高等学校改革

の動向等を踏まえながら、より良い在り方について引き

続き検討する。 

  (ｵ) 中高一貫教育については、本県の未来を担う人材育成

の観点から、その在り方について引き続き検討していく。 

 ウ 計画期間 

計画期間は、2018 年（平成 30年）に策定した「県立高

等学校改革基本計画（2019 年度～2028 年度）」に合わせ

て、2019 年度（令和元年度）から 2028 年度（令和 10 年

度）までとする。 

エ 配置計画 

  (ｱ) 新たな併設型中高一貫教育校の設置 

新たな併設型中高一貫教育校を設置するに当たって

は、進学面で高い志を持った生徒の進路実現に対応す

る必要があり、難関大学への進学実績が豊富である高

等学校へ併設することが重要である。また、公共交通

機関の利便性の良さにより児童生徒の志願がより広範

囲から可能であることや、施設整備が可能となる敷地

面積を有することなどの点を踏まえる。 

さらに、これまで併設型中高一貫教育校を会津と浜

通りに配置しており、地域のバランスを踏まえ、今後、

全県的な中高一貫教育を展開するためには、中通りへ

の設置が必須である。以上のことを総合的に判断し、

県立高等学校改革に取り組んでいる現状に鑑み、既設

の安積高等学校に県立中学校を 2025 年度（令和７年度）

（予定）に併設することとする。 

併設中学校は、安積高等学校の同一敷地内に設置す

ることとし、６年間を見通した教育課程に基づく教育

活動などを適切に展開するために必要な施設、設備等

を整備する。また、募集定員については、一定の人数

を確保しつつ、周辺の市町村立中学校への影響を踏ま

え、１学級 30 名の２学級編制とし、通学区域を県下一

円とする。 

接続する高等学校は、将来の多様な大学への進路希

望に対応が可能となるよう、単位制による「普通科」

とし、併設中学校と同様に通学区域を県下一円とする。 

    これらを踏まえ、以下のとおり設置することとした。 

福島県立安積中学校・高等学校 

・ 開校(予定)   2025 年度（令和７年度） 

・ 設置場所    福島県立安積高等学校（郡山市） 

・ 生徒募集定員  中学校 60 名（２学級） 

・ 通学区域    県下一円 

  (ｲ) 連携型中高一貫教育校 

   ａ 方針 

    これまで東白川郡塙町、南会津郡南会津町、相馬市

及び双葉郡に配置していた連携型中高一貫教育校につ

いては、以下の点を踏まえるとともに、「県立高等学校

改革前期実施計画」の再編整備の状況を踏まえ、連携

の新たな仕組みづくりを進め、連携先の中学校の拡充

を図ることとした。 

・ 中学校及び高等学校の連携の柱となる特色ある教

育活動を展開するために活用可能な地域の自然環境

等の教育資源の状況。 

・ 対象となる高等学校の教育課程や学科の特色。 

・ 中学校・高等学校双方において生徒、教員の人的

交流等による連携活動をより緊密に行うための中学

校と高等学校の立地状況。 
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・ 各中学校から対象となる高等学校への入学者数の

状況。

   ・ 地域バランス等。 

  ｂ 実施校 

次のように新たな連携の仕組みづくりを行った。 

・相馬総合高等学校の連携を新地町立中学校へ拡充

（令和４年度から） 

・南会津高等学校の連携を南会津町立中学校２校、下

郷町立中学校へ拡充（令和５年度から） 

・修明高等学校と東白川郡内の中学校４校との連携を

開始（令和５年度から） 
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